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Ⅰ 施設概要  
 

１ 所在地 

 千葉県旭市野中４０１７ 

 

２ 事業の名称（定員）等 

２－１障害者総合支援法による指定事業 

（１） 共同生活援助事業（介護サービス包括型） 

定員９０名     

ア 野中ハイツⅠ（定員男性５名） 

  千葉県旭市野中３６２２－２ 

イ 野中ハイツⅡ（定員女性５名） 

  千葉県旭市野中３６２２－２ 

ウ 若衆内ハウス（定員男性５名） 

  千葉県旭市ニ３５００－１１ 

エ 横大道ハウス（定員男性６名） 

  千葉県旭市三川７５４２－２ 

オ 中川ハウス（定員男性４名） 

  千葉県旭市野中４０７０－２ 

カ 萩園ハウス（定員女性４名） 

  千葉県旭市萩園１２５０－４ 

キ 東足洗ハウス（定員男性５名） 

  千葉県旭市東足洗２２７７－１ 

ク 西足洗ハウス（定員男性４名） 

  千葉県旭市西足洗５６２－５６ 

ケ 広原ハウス（定員男性６名） 

  千葉県旭市後草２０２４－３１ 

コ 大割ハウス（定員女性５名） 

  千葉県旭市野中３８１１ 

サ 対馬ハウス（定員女性４名） 

  千葉県旭市野中４０７０－２ 

シ 下立ハウス（定員男性５名） 

  千葉県旭市野中３６２５－１ 

ス 生沼ハウス（定員女性３名） 

  千葉県旭市イ１６９４－８ 

セ 矢指ハウス（定員混合４名） 

  千葉県旭市野中３８１１ 

ソ 小割ハウス（定員男性２名） 

  千葉県旭市野中３８５０－６ 

タ 折戸ハウスⅠ（定員混合６名） 

  千葉県旭市野中３９８５－４ 

チ 折戸ハウスⅡ（定員混合５名） 

  千葉県旭市野中３９８５－４ 

ツ 仲才ハウス（定員混合９名） 

  千葉県旭市二２４９１－１ 

テ 川間ハウス（定員男性３名） 

  千葉県旭市萩園１８８９ 
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３ 職員構成 

別紙１のとおり 

 

４ 組織図 

別紙２のとおり 

 

Ⅱ 基本方針  
 

どのような重い障害を持つ人も人間として尊重し、生命の尊厳を保障するとともに、利

用者個々の持つ能力に応じた生きがいのある生活を送れるように支援に努める。 

 

Ⅲ 中・長期計画  
 

１．地域の中でのひとつの資源として定着できるように近隣市民との関係を密にする。 

２．利用者個々の特性をしっかりと捉えた上で適切な支援を行えるように職員の専門性を

高めていく。 

３．日中の過ごし方において定期的に生活の見直しを行い、就労等を視野に入れた取り組

みについて検討していく。 

４．生活の場としての重要な資源であることを踏まえて、支援システムの構築も含めて、

存在のあり方を検討していく。 

５．この地域の認知症ケアの取り組みの中で、支援センターとしてどのような取り組みが

出来るかを検討していく。 

６．身体障害を持つ方への身体介護支援や、高齢化に伴う身体介護等、介護体制を併せ持

つ支援体制を構築していく。 

７．法人内大規模施設としての位置づけにふさわしい、安定的な運営基盤を構築していく。 

８．事業所内においての、組織体系を構築し、より質の高い支援を行える体制を構築して

いく。 

９．質の高い支援の提供を行うためにも、職員の身分保障や安定した雇用を行えるように 

改善を行っていく。 

１０．事業所内において、各ホームと事務所との連携や役割分担に関してしっかりと整理

をし、より充実した支援センターとしての体制を構築していく。 

１１．障害者総合支援法の施行により、利用対象者が拡大され難病を持たれた方もサービ

スの利用対象となった。今後はこのような方もホームの利用希望が出てくる事が予測

される。その際には、しっかりと対応できるように体制を構築していく。 

１２．利用者数、職員数共に増加していく中で、組織体制の充実を行っていく。 

１３．地域生活支援拠点の整備における、事業所のあり方や役割についての検討を行う。 
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Ⅳ 年度計画 

 
１ 主な計画 

１－１ 本年度の重点目標 

 

（１） 運営管理  

－福祉・医療の情勢や動向を注視しつつ施設・事業所の安定的運営に努める－ 

ア 制度改正など諸情勢を踏まえた施設・事業所の課題と展望 

 ３０年４月の報酬改定により、日中サービス支援型と言うような新しい類型ができるな

ど、グループホームの事業が大きく変わることとなった。特に報酬単価においては、区分

２～６に関しては約１％、区分１～非該当に関しては約６．６％も切り下げられる事にな

り、運営を考えた場合には厳しくなることが予測される。しかし、新たに創設された看護

師配置加算や、長期入院患者の受け入れによる加算など、活用できそうなものもあるため、

その辺りの状況を見極めて安定した運営に努めていきたい。 

 また、ここ数年慢性化してきている人材不足に関しては、常勤登用の推進や事業所内の

組織体系や夜間職員配置の見直しなどを行うことで、改善できる事から対応していきたい。 

 

イ 人材の確保、定着、育成の推進  

人材の確保については、実習生や学生へのアプローチを引き続き行っていくことと、改

めて学校の開拓を行っていきたい。また、人材不足の問題は圏域内の他事業所も同様の課

題を抱えているため、市町村や圏域の課題としても提起していき、自立支援協議会や海匝

圏域グループホーム等連絡協議会などとも連携しながら課題の解決に努めていきたい。 

また、昨年度に引き続き、人材派遣会社を活用できる部分に関しては、調整を行ってい

きたい。 

その他、事業所内の研修について、法人理念や事業所理念をしっかりと定着させていき、

魅力のある職場づくりをしていくことにより、人材の定着や育成に繋げていきたい。 

    

ウ コンプライアンス（法令遵守）の徹底  

 事業所内において、法令遵守の精神を浸透させる。 

管理・事務部門においては、労働法令などの理解と遵守、生活部門に関しては、虐待防止

法などの理解と遵守など、それぞれの職種ごとに関連する法令の遵守を図る。 

 

オ 堅確な財務規律と内部管理体制の確立   

社会福祉法人制度改革に続き、平成３０年度には障害者福祉サービス等報酬の改定が行

われ、共同生活援助事業においても様々な見直しが見込まれている。 

利用者の望む暮らしに寄り添った、より質の高いサービスの提供が可能となるよう、事

業における予算の管理や資金の確保、運用などにおいて、各種規程に沿った業務の執行を

心掛け、事業所内はもとより法人本部との連携を密にし、無理無駄を省くとともに正確か

つ健全で安定した運営に努める。 

また、財務情報や事業報告、県や健康福祉センター等から求められる利用実績等につい

ての問い合わせなどについては、法人や事業所のホームページ等を活用し、公開または都

度適切に回答するなど、経営状況や事業内容を示していくよう心掛ける。 
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（２）利用者サービス  

－社会福祉法人に求められる課題を踏まえつつ利用者等へのサービスの質向上に努める－ 

ア 虐待防止、差別解消や合理的配慮など利用者の人権尊重に向けた取り組み 

１）法人の理念、倫理要項、職員行動規範に基づいた行動がとれるように、世話人会議

において研修を実施していく。 

２）世話人会議において、利用者の人権や尊厳遵守の重要性について学ぶ機会を確保し、 

  職員の倫理意識を高める。 

３）「意思決定支援」や「合理的配慮」をふまえた支援が行えるように、研修等に職員を

参加させ、専門知識を身につけられるように努める。 

４）苦情解決制度に基づき利用者や家族等からの苦情・相談に誠意をもって対応する。 

  個別の対応で終わらせるだけではなく、類似した問題が事業所内で発生していない

か確認をするよう努める。 

５）日本グループホーム学会の自己点検表を活用して、職員が自身の支援等を省みる機

会を設ける。 

６）世話人会議、各ハウスミーティングにおいて、個人情報保護の周知を徹底する。 

７）虐待防止委員会を中心に、虐待防止の意識を高める。虐待があった場合、問題の長

期化や深刻化を防ぐために、通報義務が職員にあることを周知していく。 

 

イ 利用者の立場に立った良質かつ適切な福祉サービスの提供 

１）現在作成されている、各種業務手順・マニュアルの内容を再確認し、利用者の生活

に沿った支援方針・方法になっているか確認をする。また、その情報の周知を行い

職員の支援水準の引き上げを行っていく。 

２）各ハウスで行っている利用者ミーティングの意見を参考に、サービスの改善に取り

組む。 

３）福祉サービス共通基準の評価及び行動規範の自己評価をもとに、業務内の改善に努

める。 

 ４）利用者主体で支援が行えるように、内部研修として世話人会議を月１回行う。外部

研修については、時代のニーズに即した研修に参加し、現場の支援に活かしていく。 

 

ウ 福祉サービスの一層の充実を目指した生活環境・利用環境の向上 

１）建物の老朽化等による対策として、横大道ハウスの外壁等の改修と若衆内ハウス・

大割ハウスの浄化槽の整備を行う。 

２）防災対策に関する整備では、若衆内ハウスの既設の火災報知設備と通報装置につい

て機器の交換を行うとともに、消防設備に関する補助金等が整備された際にはスプ

リンクラー設備整備について申請を考えていく。 

３）公用車の台数不足を解消するため、車輌の購入を計画した。 

４）各ハウスの改善計画としては、利便性、快適性を追求しつつ、利用者の暮らしやす

さに配慮した、設備整備や改修等を随時行っていく。 

 

エ 地域のニーズに合わせたサービスの展開を図る  

１）ファミリーホーム（小規模住居型養育事業）などを含めた児童期の支援を検討して

いく。今年度は実際に事業を行っている所の視察を行う。 
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２）海上寮療養所からの退院支援の取り組みと連携を行い、介護が必要となる利用者へ

の対応を含めて支援の構築を行う。 

３）法人内はもちろん、地域の中で出てきたニーズに応えられるようにしていく。 

４）触法障害者への支援のあり方の検討や、専門性を高めていく。 

   

（３）安全衛生対策  

－法人の総合的な安全衛生対策の向上を図る－ 

ア 防災・防犯対策の向上と交通事故防止対策 

 １）地震、津波、火災、風水害、パンデミック等あらゆる災害時にＢＣＰマニュアルに 

沿って対応できるよう、緊急時の即応力強化に努める。 

２）センサーライト及び防犯カメラの設置、不審者対策講習への参加等による、防犯対

策に努める。 

３）ホームの特性に合わせた、利用者、職員の緊急時の対応についての共有をする。ま

た、法人との連携や地域との連携・対策の強化に努める。 

４）全公用車へのドライブレコーダーの設置、交通安全講習参加の促進を行い、通勤途

中や利用者送迎時等の交通事故防止に努める。 

     

イ 利用者安全衛生対策の向上 

１）誤嚥、転倒等のリスクについての研修等による、介護技術の向上と安全配慮の確認

を行う。転倒・誤薬等の事故・ヒヤリハット報告に対する検討と、迅速な対策に努

める。 

２）行方不明者が出た場合、利用者の状況を家族・関係者との情報共有と対応の相談、

捜索を必要とする場合には、第１次的に法人内の協力による捜索、第２次的に警察

へ捜索願の提出を行う。 

３）利用者の心身状態の把握と関係者との情報共有を行う。緊急時において迅速な対応

が出来るように、日頃から支援方法の検討、確認に努める。 

４）介護用リフターの活用、介護実技研修の実施、手すり棒の増設等を行い、利用者の

安全な生活支援及び環境を提供できるように努める。 

 ５）職員の健康診断を年度始めに実施する。Ｏ－１５７などの保菌検査やインフルエ 

ンザの予防接種、内部研修等による感染症予防対策の実施に努める。 

 

ウ 職員の労災事故防止、メンタルヘルスとハラスメント対策の向上 

 １）身体介護前の腰痛防止体操の実施に努める。コミュニケーションの難しい利用者へ 

の対応において、心理的ストレスを強く感じる場面もあるため、ハウス担当者等 

と協力して支援にあたり、支援者の孤立化を防ぐように努める。身体及びメンタ 

ルヘルスの労災事故を防止していく。また、必要に応じて産業医への相談先があ 

ることを情報周知していく。 

２）職員の心身の健康を守るため、職員としてのモラルや事業所としての方針を明確 

化し、良好な職場の人間関係の構築・維持に努める。 

３）有給休暇の取得促進、時間外労働削減を目標に職員の充足を行い、ワークライフ 

バランスを意識した仕事が出来る環境に努める。 

４）各ハラスメント及び相談先の情報周知を行い、問題の長期化と深刻化を防ぐよう 
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に努める。 

エ ＩＴ・情報管理対策の向上  

１）事象所内の全てのパソコンへのＵＳＢメモリ等の利用制限による、不正通信の防 

御に努める。 

２）個人情報の取扱の規則徹底等による個人情報の流出防止に努める。 

３）個人情報の適切な保管場所の確保、及びリスク管理体制の強化と不正事故の防止に

努める。 

     

２ 部門別計画 

２－１ 管理者・サービス管理責任者  

（１）法人大規模施設としての運営の充実とサービスの質向上に努める。 

（２）中間管理職を１名追加配置し、安定した組織体制整備、支援者のスキルアップ、 

   利用者の QOLの向上に努める。 

（３）重症心身障害者、医療的ケアの必要な障害者、触法障害者の受け入れをしており、 

   他機関と連携しチームアプローチを行っている。この体制をブラッシュアップし利 

   用者の変化に対応できる体制を築いていく。 

（４）人事考課制度の定着・活用をとおして、職員の育成と意欲向上を図る。 

（５）総合的な安全対策の構築に努める。 

（６）法人本部との連携を心掛ける。 

（７）職員に対してのスーパーバイズやメンタルケアに関して、強化を図る。 

（８）管理者・サービス管理責任者・主任・副主任とそれぞれの業務・役割の整理を行う。 

（９）他機関との連絡会を通して、情報共有を行い、利用者が主体的に暮らしていけるよ

うに支援をしていく。また、職員が専門職からの支援方法を学び、スキルアップ出

来る機会を提供していく。 

（１０）グループホームの支援において必要な情報を収集し、職員及び利用者へ伝達し、

利用者が主体的に判断し生活していけるように支援を行っていく。 

（１１）職員不足を解消するために、様々な求人方法を検討し、法人本部と連携し対応し

ていく。社会福祉士等の実習を受け入れ、採用に結び付けられるように努める。 

 

２－２ 世話人・生活支援員  

（１）利用者主体の暮らしを継続していくために、関係機関との連携を密にし、個別支援 

   計画を基に利用者への支援方法を統一して支援を行っていく。また、常に利用者の    

ニーズを把握するよう努め、個人記録等を通してサービス管理責任者へ利用者の生

活状況や個別支援計画の実施状況等を報告する。 

（２）人事考課制度の定着・活用を通して、職員の育成と意欲向上を図る。 

  （３）法人内や千葉県グループホーム等連絡協議会、日本グループホーム学会等が主催す

る研修会へ参加し、世話人・生活支援員の技術の向上に努める。 

（４）総合的な安全対策の構築に努める。 

  （５）外部研修へ職員が積極的に参加できるようにし、利用者への理解や支援の質の向上

がされるよう努める。 

（６）世話人会議においては、全員参加を義務とし、統一したサービスの提供と職員の意

識や質の向上を図るための研修の機会とする。 

（７）支援方法に迷いが出たときは、サービス管理責任者や医療スタッフへアドバイスを 

   求め、適切な支援が出来るように努める。その為に普段から地域や協力いただける

関係機関等との繋がりを大切にする。 

（８）虐待防止法の理解を深め、日常的な金銭管理や利用者への支援方法において、振り

返りの機会をもち予防に努めていく。また、労働環境や対人ストレスが高いホーム
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については、抱え込まない支援体制を築いていくように努める。  

（９）高齢化に伴い、転倒する機会が多くなった利用者や新たな疾患の発症をする利用者

が増えている。身体機能低下と健康への配慮をして事故や病気を予防するよう努め

る。 

（１０）世話人会議で「終末期」「看取り」というテーマを世話人と考える機会を設け、利

用者の多様なニーズに対応できるように努める。 

 

２－３ 事務員  

（１）事業所の窓口としての意識を持ち、身だしなみやマナーなどに気を配ると共に、常

に冷静な判断と応対ができるよう、常に、知識の習得と正確な情報の収集と提供を心

掛ける。 

（２）事業所内外のコミュニケーション向上及び連携への取り組み 

ア 関係者や関係機関との連携にあたり、情報の共有と、報告、連絡、相談及び確認の

徹底に努める。また必要に応じて業務分担の見直し等を実施し、無理無駄のない効率

的かつ正確な事務業務が行えるよう心掛ける。また、必要に応じペーパーレス化を考

慮した、情報共有及び伝達の方法などについても随時検討していきたい。 

イ 利用者及び家族や関係者の要望を的確にとらえるとともに、わかりやすい説明と同

意・納得していただけるような丁寧な応対をするよう努める。 

（３）利用者の金銭管理について、利用者預かり金管理規定（内規）に従い、不適切な事

例が生じないよう細心の注意を払う。 

（４）建物や設備等について、昨年度に引き続き、利用者が安全かつ快適に暮らせるよう、

老朽化や防災対策に伴った改修や設備整備等を行っていく。また、事業所の公用車

不足を解消するため、車輌の購入も計画している。 

（５）社会福祉法人の制度改革に続き当年度は報酬改定も行われるため、徹底した予算の

管理、資金確保と運用などの財務をはじめ、会計、経理、その他の事務業務につい

て適正な処理を心掛け、健全で安定した事業運営が行えるよう努める。 

 

２－４ 野中ハイツⅠ 

（１）食事会を月に１回のイベントとして行う。 

（２）毎週水曜日買い物支援を行う。 

（３）利用者、世話人、事務所職員で月１回ミーティングを行う。 

（４）選挙の投票を希望する方へは送迎などのサポートを行う。 

（５）希望者、もしくは必要に応じて部屋の掃除など支援を行う。 

（６）利用者の希望に沿って、年に一度の旅行を企画、実施する 

 

２－５ 野中ハイツⅡ 

（１）利用者間のトラブルなどが多いため、関係調整の支援を丁寧に行う。また、必要に

応じて個別の相談時間を作り、ストレスの緩和を図る。 

（２）個々のニーズに合わせた支援を行う。また、誕生会は各利用者の希望を優先した別

メニューを作り、お祝いをする。 

（３）利用者、世話人、事務所職員を含め、月１回ミーティングを行う。 

（４）利用者の清潔を保つため、部屋の清掃、整容、着替え、入浴など、必要に応じて個

別に支援を行う。 

 （５）必要に応じて食材や日用品などの買い物支援を行う。 

（６）グループホームを出て、自立したいと申し出があった利用者がいる。相談支援専 

門員、行政等と連携し、本人の希望する生活が実現するように支援を行う。 
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２－６ 若衆内ハウス 

（１）地域の一員として積極的に町内会の行事に参加し、今後もその関係を継続できる 

よう運営を行う。 

（２）利用者のニーズを尊重しながら、個別支援計画を基に支援を行う。 

（３）利用者間のトラブルや地域住民との関わりにおいて、個別支援の必要があるときは、

医療スタッフとも連携し、解決できるように支援を行う。 

（４）利用者、世話人、事務所職員を含め、月１回ミーティングを行い、記録する。 

（５）利用者より日帰り旅行の希望がある為、利用者と話し合いながら計画をする。 

（６）病院スタッフ等との連携を密にし、必要に応じて通院支援を行う。 

（７）喫煙者が入居している為、特に防火への意識を日常的にもち、避難訓練などを定期

的に行う。 

 

２－７ 横大道ハウス 

（１）これまでに、地域の一員として積極的に町内会の行事に参加し、信頼関係を築いて

きたことを大切にし、今後もその関係を継続できるように運営を行う。 

利用者においては、支援度が高いため、本人のニーズを把握し個別支援計画に基づ

いて支援を行う。また、地域住民と利用者の関係についても適切な社会関係が築け

るよう支援を行う。 

（２）土、日は利用者と共に庭の掃除等を行い、ゴミゼロの日等は近隣のゴミ拾い等の地

域清掃を実施していく。 

（３）希望により通院、床屋、買い物の支援を行う。 

（４）誕生会の時には外食支援を行う。 

（５）複数職員で支援にあたっているため、サービスの統一を図りながら、世話人、事務

所職員と月１回ミーティングを行う。 

（６）他機関や日中活動先と連携をしながら情報を共有し、入居者の心身の状態の変化に

あわせた支援を行っていく。 

（７）東京への日帰り旅行の希望があるため、相談しながらこれを計画・実施していく。 

 

２－８ 中川ハウス 

（１）行動障害のある人が入居されている為、共通した認識の上で支援を行う。 

（２）行政機関の連携を密にし、必要に応じて協力をしてもらえるよう信頼関係の構築に

努める。 

（３）職員によって支援のばらつきが起こらないようにミーティングでの確認を行う。ま

た、ヘルパーの利用もあるため、ヘルパー事業所とも情報共有をして支援方法の統

一を行う。 

（４）自らの訴えが難しい利用者が多い為、日頃の小さな変化にも気付けるよう配慮し、

コミュニケーションの機会を増やしていく。 

（５）日頃から災害への意識を高め、迅速に避難できるよう避難方法を確認しておく。 

（６）利用者が楽しめるように外出、買い物、食事の企画を個別に支援を行う。 

（７）高齢による機能低下や体調管理に気を付けながら支援を行う。 

 

２－９ 萩園ハウス 

（１）意思決定支援のガイドラインを活用した、利用者のニーズの把握をする。 

（２）日中活動先・ヘルパー等との連携による利用者の生活の質の充実に努める。 

（３）地域の一員としての信頼関係構築。災害時の近隣の方との連携強化に努める。 

（４）利用者の特性に合わせた日常生活支援を行う。 

（５）月１回の職員ミーティングでの支援の統一・確認を行う。 
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２－１０ 東足洗ハウス 

（１）地域の一員としてその地域に溶け込んで生活ができるよう、行事等への参加を促す。

本人、家族のニーズを把握し、個別支援計画を基に支援を行う。 

（２）支援の統一として、月１回の職員ミーティングの実施を行う。 

（３）言葉が出にくい利用者や会話が出来ない利用者に配慮したコミュニケーションの対

応を行う。 

（４）利用者は自ら不調を訴えることが少ない為、職員は体調の変化を把握するために、

バイタルチェックや日頃の生活状態との変化を観察する。また、日中活動事業所や

居宅介護事業所と情報交換を随時行う。 

（５）階段の多い住居のため、転倒、転落に注意をする。 

 

２－１１ 西足洗ハウス 

（１）利用者の高齢化に伴う、身体面・精神面の変化に対応した支援を行う。 

（２）近隣住民との関係性のサポートに努める。 

（３）社会生活への参加を促す支援を行う。 

（４）利用者の希望を尊重した食事提供を行う。 

（５）食事会、カラオケ等の外出企画。また、クリスマス会等の季節行事、年一回一泊旅

行などの余暇活動の充実に努める。 

 

２－１２ 広原ハウス 

（１）利用者主体での月１回のミーティングと食事会を継続する。 

（２）身体機能低下や認知機能低下の進行がみられる利用者に対して、利用者の状態に合

わせた支援方法を検討する。 

（３）月に一度ハウス全体の外出を行う。また、必要に応じて個別での外出も行う。 

（４）本人の希望にそって一泊旅行の企画を利用者と行う。 

（５）利用者一人一人への声掛けを大切にし、体調の変化と見守りを心がける。 

（６）利用者個々のニーズに合わせた支援に努める。 

（７）利用者間のトラブル等により不安感を感じる利用者に対して、精神面の安定が図れ

るように利用者に寄り添った支援を行えるように努める。 

 

２－１３ 大割ハウス 

（１）地域の一員として行事等へ継続して積極的に参加できるよう支援を行う。また、地

域の祭り等の行事に参加していく事で、社会参加を促し地域とのつながりを大切に

していく。 

（２）日常生活内で利用者同士、円滑な人間関係の構築ができるよう支援の工夫を図る。 

   また、関係者（病院、訪問介護など）との連携を密にし、複合的な支援体制を作っ

ていく。 

（３）利用者本人が出来る事の範囲を広げられる支援を行っていく。 

（４）高齢者が多いため、機能低下を防ぐ支援や、日中の過ごし方の検討を行う。また、

必要に応じて受診同行を行っていく。 

（５）外出、旅行の希望がある時は希望に沿うよう計画し、これを実行する。 

（６）利用者との会話を大切にし、ミーティング等で予定の確認を行う。 

（７） 年に一度、一泊旅行を企画・実施する。 

 

２－１４ 対馬ハウス 

（１）利用者の心身状態の変化に対応した支援を行う。 

（２）利用者の嗜好や体調管理を意識した食事の提供を行う。 
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（３）転倒リスクが高い利用者に配慮した支援を行う。 

（４）利用者の希望時に添った外食や旅行の計画を行う。 

 

２－１５ 下立ハウス 

（１）サービスの質向上のため、利用者のニーズを尊重しながら、日中活動への参加が円 

滑に行えるよう個別支援計画を基に支援を行う。 

（２）月に一度の外食の企画、定期的な買い物支援、利用者が希望した際の外出支援を行

う。 

（３）身体障害を重複する利用者や医療機関の協力が特に必要な利用者がいる為、関係機

関との連携を密にし、共通の認識を持って支援を行う。 

（４）希望時もしくは必要に応じて利用者と一緒に部屋の掃除や整理整頓を行う。 

（５）喫煙者が複数おり、うち１名は車椅子を使用しているため、常に防火への注意を促

すよう努める。 

 

２－１６ 生沼ハウス 

（１）地域の一員として行事等へ積極的に参加するように努める。また、どの職員も統一

した支援が行えるよう、ミーティング等を通して連携を図る。 

（２）利用者が日中活動への参加を継続できるように、些細な事でもストレスを抱え込ま

ずに話せる場面を作っていく。 

（３）希望により外出支援や病院受診などの支援を行う。 

（４）調理や自室清掃など希望がある場合には一緒に行い、本人の生活能力を向上させて

いく。 

（５）世話人室が無いため、世話人室の確保を検討していく。 

（６）利用者との信頼関係を築けるよう努める。 

 

２－１７ 矢指ハウス 

（１）利用者のニーズを把握し、関係機関と協力して対応に努める。  

（２）職員の身体介護技術の向上及びリフター等の活用により、利用者への安全なトラン

スファーが行えるように努める。 

（３）利用者ミーティングの実施、利用者主体のイベント企画、参加の促進に努める。 

（４）利用者の希望にそった、旅行の計画を利用者と作成し、実施していく。 

 

２－１８ 小割ハウス 

（１）医療機関と連携しながら、内服薬の調整を行い利用者の精神状態の安定に努める。 

（２）ストレス発散や運動不足解消のため新たな日中活動支援の検討を行う。 

（３）週１回の日中活動先への参加を継続支援する。 

（４）月に１回のケース会議において、多職種でのチームアプローチの振り返りを行いな

がら、日々変化するコミュニケーション・精神状態への支援を検討していく。 

 

２－１９ 折戸ハウスⅠ 

（１）ワンルームタイプの居室で利用者個人が問題を抱え込まないよう、ミーティングや

個別外出等により利用者の気持ちをくみ取る機会を確保していく。 

（２）地域との交流の機会を大切にしていく。 

（３）月１回利用者ミーティングの実施により、生活課題の解決を利用者が主体的に行え

るように努める。 

（４）利用者の特性に合わせた部屋の清掃・買い物支援を行う。 

（５）季節の行事や食事会を月１回行い、余暇活動の充実をしていく。 
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２－２０ 折戸ハウスⅡ 

（１） アパートの自室で社会的に孤立しないよう、関係機関と連携しながら必要に応じた

支援を行う。 

（２） ゴミゼロ運動等に利用者が参加し、地域との連携に努める。 

（３） 誕生日会や季節行事等の余暇活動の充実に努める。 

（４） 利用者の特性に応じた部屋の清掃・買い物支援を行う。 

 
２－２１ 仲才ハウス 

（１）街中で学校が近い立地条件の為、近隣住民との関係性を大切にしながら支援を行う。 

（２）利用者主体のミーティングを月１回行う。 

（３）複数の世話人による支援体制となる為、ハウス担当職員、世話人によるミーティン

グを月１回行い、個別支援計画に基づいた支援体制の統一化に努める。 

（４）利用者の希望に応じて、買い物や床屋等の付き添い支援を行う。 

（５）利用者の誕生会は希望があった場合別メニューを作る。 

（６）歩行転倒による怪我を予防するように努める。 

 

２－２２ 川間ハウス 

（１）月一回の食事会を継続し、利用者同士の交流が円滑にいくよう支援し、日々の安 

定を図っていく。 

（２）利用者が新しい地域に馴染めるように、行事等へ積極的に参加するよう努める。 

（３）間食や夜食が増え、体重増加傾向の利用者がいるため、糖尿病予防も含めて健康管

理に留意して支援を行う。 

（４）食事提供について、利用者の希望を尊重し支援を行う。 

（５）利用者の生活における課題については、海上寮地域生活支援連絡会や訪問看護で相

談し、利用者が安定した生活を送れるよう支援する。 

（６）入浴が苦手な利用者へ、身体面の清潔を保つため、継続して声かけを行う。 
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３ 年間行事計画  

別紙３のとおり 

＊１泊旅行に関しては、各ホーム年に１回までは、ホームの行事として行う。 

 その場合には、利用者・職員にて事前に計画を立て、経営会議を通して決定する。 

 

４ 会議  

 毎月１回、下記の会議を行う。 

 ・施設・事業所長会議 

 ・経営会議 

・法人グループホーム運営会議 

・世話人会議 

・各グループホームミーティング 

・海上寮地域生活支援連絡会（隔週） 

・旭中央病院連絡会 

・地域移行支援協議会 

・地域生活支援会議 

・総合安全対策委員会 

・虐待防止委員会 

・海匝世話人会議（開催時） 

・海匝圏域設置者会（年２回） 

・あい支援センター連絡会 

・聖家族作業所連絡会 

・その他、必要に応じて、ケース会議、調整会議を行う 

 

５ 地域との連携（交流） 

 （１）町内会の地区清掃行事等に参加し、連携する。 

 （２）事業所内で行う年間行事に、近隣ボランティア団体や学生ボランティア等に参 

加を依頼し地域との連携を大切にする。 

 （３）旭市消防団の活動に参加し、法人の社会貢献活動の一つとして、地域防災の強 

    化に努める。 

 

６ 防災、緊急時及び安全対策  

１）６月、９月、３月の年３回防災訓練を実施。その際、消防署、消防団と協力して

実用的な訓練となるように努める。 

２）警備会社と契約し、火災時の早期発見、連絡体制の強化に努める。防火管理者の

配置による、火気、消防等についての適切な管理を行う。 

３）消防設備の定期的な点検、修理、改善を行う。防災袋、災害時用の備蓄品等の確

認を行う。 

４）緊急連絡網の適宜整備・更新を行う。非常災害及び利用者の事故、車両事故、急

病等への対応を適切に行えるように準備体制を整える。 

 

７ 福祉サービスの向上  

 平成２７年度福祉サービス共通基準自己評価結果に基づいた改善計画 

  自己評価結果は全て A評価になっている。 

職員行動規範チェックリストにおいては、「利用者の入浴、衣類の着脱、排泄、生理等

は同性介助を原則とする。」項目が低いため、職員の配置方法を検討する。また、男性

職員の採用が低いため、この点についても検討をしていく。 
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８ 権利擁護  

虐待防止委員会を月１回実施していく。ヒヤリハット及び事故報告書のデーターを 

分析し、虐待及び権利侵害につながっていないか確認をする。 

 日常的に行われている良い支援の評価を行えるように検討していく。 
 

９ 苦情解決  

苦情受付担当者 庄司俊介 

苦情解決責任者 荒井隆一 

第三者委員連絡先 松井安俊 

向後恵子 

苦情解決マニュアルを基本に対応していく。 

 

１０ 情報公開  

  ホームページにて、情報の発信、公開を行っていく。 

 

 


